
余裕期間制度について（工事）

受注者が工事の開始日を余裕期間内に選択できる方式① 任意着手方式

配置技術者の重複確認

監理技術者等の配置不要
現場代理人の常駐不要

工事着手は不可
資機材の準備は可能

開始日の16日前は前金払
を行わない

契約保証の保証
期間は全体工期

具体的な日付は
開始日の決定に
伴い確定

余裕期間（上限120日間） 実工期（準備＋作業期間＋後片付け）発注時

余裕期間契約時

工事開始期限日

発注時の実工期と同日数

終期日

全体工期＝契約期間（余裕期間＋実工期）

工事開始日
受注者が

契約時に選定

実工期（準備＋作業期間＋後片付け）

（公告時に発注者が設定）

工事着手とは

起工測量（草刈り等の準備も含む）、資機材の現地搬入、現場事務所の設置、仮設物の設置（工事看板等も
含む）、工場製作の着手、その他工事を実施するための準備をいいます。
資機材の準備や労働者の手配は含まれません。

着工は「工事開始日」から30日以内

履行中の工事

余裕期間 実工期

履行中の工事

工期

技術者の配置

概 要

従来の工事 余裕期間設定工事

※余裕期間中に前の工事が終わる必要があります。

コリンズへは実工期を契約工期・従事期
間として登録。契約日から10日内に配置
予定技術者を登録

中間前金の要件とする工期は実工期

契約日

上記のほか、余裕期間内で工事の開始日を発注者があらかじめ指定する「発注者指定方式」が
あります。契約時の工事開始日の設定以外の考え方は同様です。

実工期余裕期間

主任・監理技術者（A氏）

※主任・監理技術者：建設業法第26条に基づき専任配置される技術者

工事開始
日の前日

主任・監理技術者（A氏）

主任・監理技術者（A氏）

主任・監理技術者（A氏）



余裕期間制度について（委託）

受注者が業務の開始日を余裕期間内に選択できる方式① 任意着手方式

管理技術者の重複業務数
確認（県発注500万円以上）

業務着手は不可
資機材の準備は可能

開始日の16日前は前金払
を行わない

契約保証の保証期
間は全体履行期間

具体的な日付は
開始日の決定に
伴い確定

余裕期間（上限60日間） 実履行期間（準備＋作業期間＋後片付け）発注時

余裕期間契約時

業務開始期限日

発注時の実履行期間と同日数

終期日

全体履行期間＝契約期間（余裕期間＋実履行期間工期）

業務開始日
受注者が

契約時に選定

実履行期間（準備＋作業期間＋後片付け）

（公告時に発注者が設定）

業務着手とは

監督職員との打ち合わせ、現地踏査、資機材の現地搬入、仮設物の設置（看板等も含む）、その他業務を実
施するための準備をいいます。
資機材の準備や労働者の手配は含まれません。

着手は「業務開始日」から14日以内

概 要

テクリスへは実履行期間を契約工期・従
事期間として登録。契約日から10日内に
配置予定技術者を登録

契約日

上記のほか、余裕期間内で業務の開始日を発注者があらかじめ指定する「発注者指定方式」が
あります。契約時の業務開始日の設定以外の考え方は同様です。

実履行期間余裕期間

業務開始
日の前日


